
群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則 

平成19年2月19日 

規則第6号 

改正 平成20年３月31日規則第２号 

平成27年３月26日規則第１号 

平成27年８月６日規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成19年広

域連合条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （個人情報取扱事務の届出） 

第２条 条例第６条第１項の規定による登録等の届出は、次に掲げる届書によるもの

とする。 

(１) 事務を開始する場合 個人情報取扱事務（開始・変更）届出書（様式第１号） 

(２) 事務を変更又は廃止する場合 個人情報取扱事務廃止届出書（様式第２号） 

２ 条例第６条第１項の規定による事務の登録は、個人情報取扱事務登録簿（様式第

３号）により行うものとする。 

３ 条例第６条第１項第７号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

 (１) 個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止する年月日 

 (２) 個人情報取扱事務の根拠法令等 

 (３) 個人情報の収集先、収集時期 

 (４) 個人情報の処理形態 

 (５) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無 

 (６) 個人情報取扱事務の委託の有無 

 (７) 閲覧制度の有無 

 (８) 特定個人情報の有無 

 (９) 前各号に掲げるもののほか、群馬県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連

合」という。が必要と認める事項 

（平27規則２・一部改正） 

 （目的外利用の手続） 

第３条 条例第８条第１項ただし書及び条例第８条の２第２項の規定により保有個人

情報の目的外利用をしようとする課（群馬県後期高齢者医療広域連合事務局組織規

則（平成19年広域連合規則第２号）に規定する課をいう。以下同じ。）の長は、当

該保有個人情報を所管する課の長に個人情報目的外利用申請書（様式第４号）を提



出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口

頭によることができる。 

２ 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報を所管する

課の長は、その可否を決定し、個人情報目的外利用可否決定通知書（様式第５号）

により当該申請をした課の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定

による申請については、これを省略することができる。 

（平27規則１・平成27規則２・一部改正） 

 （外部提供の手続） 

第４条 条例第８条第１項ただし書の規定による保有個人情報の外部提供又は条例第

８条の４の規定による保有特定個人情報の外部提供を行うときは、当該保有個人情

報を所管する課の長は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ個人情報外部

提供申請書（様式第６号）を提出させなければならない。ただし、緊急その他特に

やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。 

２ 国又は他の地方公共団体から申請があったときは、前項の規定にかかわらず、他

の様式によることができる。 

３ 前２項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報又は保有

特定個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定

通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。ただし、第１項ただし

書の規定による申請については、これを省略することができる。 

（平27規則１・平成27規則２・一部改正） 

 （個人情報保護管理者） 

第５条 条例第10条第１項に規定する個人情報保護管理者は、個人情報取扱事務を所

管する課の長をもって充てる。 

 （個人情報開示等の請求書） 

第６条 条例第20条第１項に規定する請求書は、次に掲げる請求書によるものとする。 

 (１) 開示請求書 個人情報開示請求書（様式第８号） 

 (２) 訂正請求書 個人情報訂正請求書（様式第９号） 

 (３) 削除請求書 個人情報削除請求書（様式第10号） 

 (４) 中止請求書 個人情報中止請求書（様式第11号） 

 （本人等の確認に必要な書類） 

第７条 条例第20条第２項に規定する本人であることを証する書類で実施機関が定め

るものは、次の各号のいずれかに該当する書類であって、当該本人の氏名及び住所

が記載されているものとする。 

 (１) 運転免許証 

 (２) 旅券 



 (３) その他公的機関が発行する顔写真入りの許可証 

 (４) その他これらに類するものとして広域連合長が定める書類 

２ 条例第20条第２項に規定する代理人であることを証する書類で実施機関が定める

ものは、次に掲げる書類とする。 

 (１) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、代理人の氏名及び住所が記載さ

れているもの 

 (２) 代理権を有することを証明するものとして広域連合長が定める書類 

（平20規則２・一部改正） 

 （個人情報開示等の決定通知書等） 

第８条 条例第21条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定区分に応じ、

当該各号に定める通知書により行うものとする。 

 (１) 保有個人情報を開示又は一部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書

（様式第12号） 

 (２) 保有個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書（様式第13 

号） 

 (３) 保有個人情報を訂正又は一部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書

（様式第14号） 

 (４) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書（様式第15 

号） 

 (５) 保有個人情報を削除又一部を削除する旨の決定 個人情報削除決定通知書

（様式第16号） 

 (６) 保有個人情報を削除しない旨の決定 個人情報不削除決定通知書（様式第17 

号） 

 (７) 保有個人情報の目的外利用又は外部提供を中止する又は一部の目的外利用又

は外部提供を中止する旨の決定 個人情報部分中止決定通知書（様式第18号） 

 (８) 保有個人情報を目的外利用又は外部提供を中止しない旨の決定 個人情報不

中止決定通知書（様式第19号） 

２ 条例第21条第４項の規定による通知は、個人情報開示等決定期間延長通知書（様

式第20号）により行うものとする。 

（平27規則１・一部改正） 

 （事案移送通知書） 

第８条の２ 条例第21条の２第１項及び第21条の３第１項の規定による通知は、事案

移送通知書（個人情報開示請求・訂正請求）（様式第21号）により行うものとする。 

（平27規則１・追加） 

 （訂正をした旨の提供先等への通知） 



第８条の３ 条例第23条第５項の規定による通知は、個人情報訂正通知書（様式第22

号）により行うものとする。 

（平27規則２・追加） 

 （請求の手続等） 

第９条 条例第23条第２項の規定により、公文書の当該保有個人情報に係る部分を閲

覧し、又は視聴する者は、公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わ

なければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる

者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。 

３ 条例第23条第３項の規定により写しの交付をするときの部数は、公文書１件につ

き１部とする。 

（平27規則１・一部改正） 

 （写しの交付等の費用） 

第10条 条例第24条第２項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表

のとおりとする。 

２ 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納入しなければならない。 

 （運用状況の公表） 

第11条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、告示により行うものとする。 

 （その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に行われている目的外利用及び外部提供については、第

３条及び第４条の規定は適用しない。ただし、当該目的外利用又は外部提供の内容

を変更しようとする場合は、この限りでない。 

附 則（平成20年３月31日規則第２号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則（平成27年３月26日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成27年８月６日規則第２号） 

 この規則は、平成27年10月５日から施行する。ただし、第３条の改正規定、様式第

10号及び様式第11号の改正規定は平成28年１月１日から、第８条の２の次に１条を加

える改正規定及び様式第21号の次に１様式を加える改正規定は公布の日から施行する。 



別表（第10条関係） 

区分 写しの作成の方法 金額 

文書及び図画 

電子複写機による写し（日本工業規格Ａ列

３番の大きさまでのものに限る。） 

単色刷り１枚につき  10円 

多色刷り１枚につき 100円 

プリンタによる出力（日本工業規格Ａ列３

番の大きさまでのものに限る。） 

単色刷り１枚につき  10円 

多色刷り１枚につき 100円 

業務委託による写しの作成 当該業務委託で定める額 

電磁的記録 

光ディスク（コンパクトディスクレコーダ

ブルに限る。）に複写したもの 

１枚につき 200円 

業務委託による写しの作成 当該業務委託で定める額 

備     考 

１ 用紙の両面を使用する場合は、片面を１枚として額を算定する。 

２ 写しの送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 

３ 業務委託とは、広域連合内では処理できない専門的技術を伴う場合をい

う。 

４ 電磁的記録の写しの交付については、全部公開のものに限る。 

（平27規則２・一部改正） 



様式第１号（第２条関係） 

 個人情報取扱事務（開始・変更）届出書 

 年  月  日 

（あて先）群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届出ます。 

開始年月日  変更年月日  

実施機関名  課及び担当名  

個人情報取扱事務の名称  

個人情報取扱事務の目的  

個人情報取扱事務の根拠 

法令等 

 

個人情報の対象者の範囲  

個
人
情
報
の
記
録
項
目 

基本的事項 

□個人番号  □氏名     □性別        □生年月日 

□住所    □識別番号   □本籍 

□電話番号   □印影     □家族状況      □親族関係 

□その他（                         ） 

社会生活 

□職業・職歴 □地位・役職   □資格        □資産状況 

□収入状況  □納税状況     □公的扶助      □口座情報 

□その他（                         ） 

心身の状況 
□健康状態  □傷病歴       □障害の程度    □身体状況 

□その他（                         ） 

その他 □意見要望   □相談内容 □その他（             ） 

個 人 情 報 の 収 集 先 

□本人    □本人以外（条例第７条第２項第 号に該当） 

（収集先）□実施機関内  □他の実施機関 □他の官公庁 

        □民間法人・団体         □私人 

      □その他（                          ） 

個 人 情 報 の 収 集 時 期 □定期（          ）  □随時（           ） 

個 人 情 報 の 処 理 形 態 
□電子計算機処理を含まない（マニュアル処理のみ） 

□電子計算機処理を含む 

個 人 情 報 の 目 的 外 

利 用 又 は 外 部 提 供 

□無      □有 

□目的外利用   □外部提供 

（根 拠）条例(□第８条第１項第 号・□第８条の２第２項・□第８条の４)

に該当 

（提供先）□実施機関内   □他の実施機関  □他の官公庁 

      □民間法人・団体            □私人 

      □その他（                    ） 

電 子 計 算 機 の 結 合 

に よ る 外 部 提 供 

□無         □有 

（根  拠）□法令等名称（                     ） 

□審査会意見聴取（                ） 

提供先（                        ） 

個人情報取扱事務の委託 

□無   □有  

委託先（                            ） 

委託内容（                         ） 

法令等の閲覧等の制度 □無      □有 法令等名（                 ） 

特 定 個 人 情 報 □無      □有 

備考欄  

（平20規則２・全部改正・平27規則２・一部改正） 



様式第２号（第２条関係） 

個人情報取扱事務廃止届出書 

 

年  月  日  

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

 個人情報取扱事務を廃止したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第６条第

１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

実 施 機 関 名  課及び担当名  

廃止した個人情報取扱

事 務 の 名 称 

 

事務を廃止した年月日 年  月  日 

事務を廃止した理由 

 

 

 

 

 

備   考 

 

 

 

 

 

※「備考」は、当該事務で使用した個人情報が記録された公文書の廃棄方法、消去方法等個人情

報の保護に関する留意事項を記入すること。 



様式第３号（第２条関係） 

個人情報取扱事務登録簿 

 登 録 番 号  

登 録 年 月 日  開始年月日  変更年月日  

実 施 機 関  課 及 び 担 当 名  

個人情報取扱事務の名称  

個人情報取扱事務の目的 
 

個人情報取扱事務の根拠

法令等 

 

個人情報の対象者の範囲  

個
人
情
報
の
記
録
項
目 

基本的事項 

□個人番号  □氏名     □性別        □生年月日 

□住所    □識別番号   □本籍 

□電話番号   □印影     □家族状況      □親族関係 

□その他（                         ） 

社会生活 

□職業・職歴 □地位・役職   □資格        □資産状況 

□収入状況  □納税状況     □公的扶助      □口座情報 

□その他（                         ） 

心身の状況 
□健康状態  □傷病歴       □障害の程度    □身体状況 

□その他（                         ） 

その他 □意見要望   □相談内容   □その他（           ） 

個 人 情 報 の 収 集 先 

□本人       □本人以外（条例第７条第２項第  号に該当） 

（収集先）   □実施機関内   □他の実施機関 □他の官公庁 

            □民間法人・団体         □私人 

        □その他（                          ） 

個 人 情 報 の 収 集 時 期 □定期（          ） □随時（            ） 

個 人 情 報 の 処 理 形 態 
□電子計算機処理を含まない（マニュアル処理のみ） 

□電子計算機処理を含む 

個 人 情 報 の 目 的 外 

利 用 又 は 外 部 提 供 

□無   □有 

□目的外利用   □外部提供 

（根 拠）条例(□第８条第１項第 号・□第８条の２第２項・□第８条の４)

に該当 

（提供先）□実施機関内  □他の実施機関  □他の官公庁 

□    □民間法人・団体         □私人 

□    □その他（                     ） 

電 子 計 算 機 の 結 合 

に よ る 外 部 提 供 

□無   □有 

（根  拠）□法令等名称（                       ） 

□審査会意見聴取(                 ) 

提供先（                              ） 

個人情報取扱事務の委託 

□無      □有 

委託先（                      ） 

委託内容（                     ） 

法令等の閲覧等の制度 □無      □有 法令等名（                   ） 

特 定 個 人 情 報 □無      □有 

備考欄 
 

（平20規則２・全部改正・平27規則２・一部改正） 



様式第４号（第３条関係） 

 

個人情報目的外利用申請書 

 

年  月  日  

（所管課） 

          課長 様 

 

（利用課） 

課長       印   

 

 個人情報の目的外利用をしたいので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規

則第３条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

個人情報取扱事務の名称 
 

個 人 情 報 の 内 容 
 

利用事務名及び利用目的 

 

該 当 す る 根 拠 条 項 

群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（□第８条第

１項第  号・□第８条の２第２項）を適用 

第８条第１項第１号に該当する場合の根拠法令等 

（                        ） 

利 用 区 分 
□ 電子計算機処理に係る個人情報 

□ 手作業処理に係る個人情報 

利 用 期 間 年  月  日 ～    年  月  日 

利 用 方 法 □ 継続事務（経常） □ 継続事務（定例） □ 臨時事務 

（平27規則２・一部改正） 



様式第５号（第３条関係） 

 

個人情報目的外利用可否決定通知書 

 

年  月  日  

（利用課） 

          課長 様 

 

（所管課）              

課長       印   

 

 

     年  月  日付けで申請のあった個人情報の目的外利用については、次のとおり決

定しましたので群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則第３条第２項の規定に

より通知します。 

 

決 定 の 内 容 

□ 可（群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（□第８

条第１項第  号・□第８条の２第２項）を適用） 

□ 否 

個 人 情 報 取 扱 

事 務 の 名 称 

 

個 人 情 報 の 内 容 

 

利 用 事 務 名  

及 び 利 用 目 的 

 

利 用 の 条 件 

 

不 承 認 の 理 由 

 

（平27規則２・一部改正） 



様式第６号（第４条関係） 

 

個人情報外部提供申請書 

 

年  月  日  

 

 群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

申請者 郵便番号                

             住所（所在地）             

氏名（名称）            印   

（代表者名）            

          電話番号                

 

 個人情報の外部提供を受けたいので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規

則第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

個人情報取扱事務の名称 
 

個 人 情 報 の 内 容 

 

利 用 目 的 

 

利 用 区 分 
□ 電子計算機処理に係る個人情報 

□ 手作業処理に係る個人情報 

管 理 方 法 

 

利 用 期 間 年  月  日 ～     年  月  日 

 

 

 



様式第７号（第４条関係） 

 

個人情報外部提供可否決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印   

 

 

    年  月  日付けで、申請のあった個人情報の外部提供については、次のとおり決定

しましたので群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則第４条第３項の規定によ

り通知します。 

 

決 定 の 内 容 

□ 可（群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（□第８

条第１項第  号・□第８条の４）を適用） 

□ 否 

個人情報取扱事務の名称 

 

個 人 情 報 の 内 容 

 

外 部 提 供 の 条 件 

 

不 承 認 の 理 由 

 

所 管 課 
電話番号           内線 

（平27規則２・一部改正） 



様式第８号（第６条関係） 

個人情報開示請求書 

年  月  日 

 

 群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

        申請者 郵便番号               

  住所                 

氏名               印   

電話番号               

 

  群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 12 条の規定により、次のとおり個人情報

の開示を請求します。 

開 示 請 求 に 係 る 個 人 

情 報 の 件 名 又 は 内 容 

 

開 示 の 方 法 □ 閲覧  □ 視聴  □ 写しの交付 

 

 本人以外の方（代理人）が開示請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

個 人 情 報 の 本 人 

の 氏 名 及 び 住 所 

氏  名 

住  所 

電話番号 

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人  □ 成年被後見人の法定代理人 

□ その他（               ） 

※１ 請求の際には、請求者自身であることを証明するために必要な書類（運転免許証、パスポ

ート等）を提出又は提示してください。 

 ２ 代理人が請求する場合は、１の書類のほか、代理人であることを証明する書類を提出又は

提示してください。 

 

 

《職員記載欄》この欄には記入しないでください。 

本 人 等 の 確 認 
□運転免許証  □パスポート  □その他（      ） 

□代理人（                 ） 

所 管 課 
電話番号 

受付番号 
 

 



様式第９号（第６条関係） 

個人情報訂正請求書 

年  月  日  

 群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

        申請者 郵便番号               

          住所                 

氏名               印 

電話番号               

 群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 16 条の規定により、次のとおり個人情報の

訂正を請求します。 

訂正請求に係る個人情報

の 件 名 又 は 内 容 

 

訂 正 請 求 の 箇 所 
 

訂 正 請 求 の 内 容 

訂
正
前 

 

訂
正
後 

 

 

本人以外の方（代理人）が開示請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

個 人 情 報 の 本 人 の 

氏 名 及 び 住 所 

氏  名 

住  所 

電話番号 

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人  □ 成年被後見人の法定代理人 

□ その他（               ） 

※１ 請求の際には、請求者自身であることを証明するために必要な書類（運転免許証、パスポ

ート等）を提出又は提示してください。 

 ２ 代理人が請求する場合は、１の書類のほか、代理人であることを証明する書類を提出又は

提示してください。 

 

《職員記載欄》この欄には記入しないでください。 

本 人 等 の 確 認 
□運転免許証  □パスポート  □その他（      ） 

□代理人（                 ） 

所 管 課 
電話番号 

受付番号 
 

 



様式第 10 号（第６条関係） 

個人情報削除請求書 

年  月  日 

 群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

        申請者 郵便番号               

          住所                 

氏名               印 

            電話番号               

 

 群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（第 17 条・第 17 条の２）の規定により、次

のとおり個人情報の削除を請求します。 

削 除 請 求 に 係 る 個 人 

情 報 の 件 名 又 は 内 容 

 

削 除 請 求 の 箇 所 

及 び そ の 内 容 

 

削 除 請 求 の 理 由 

 

 

本人以外の方（代理人）が開示請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

個 人 情 報 の 本 人 の 

氏 名 及 び 住 所 

氏  名 

住  所 

電話番号 

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人  □ 成年被後見人の法定代理人 

□ その他（               ） 

※１ 請求の際には、請求者自身であることを証明するために必要な書類（運転免許証、パスポ

ート等）を提出又は提示してください。 

 ２ 代理人が請求する場合は、１の書類のほか、代理人であることを証明する書類を提出又は

提示してください。 

 

 

《職員記載欄》この欄には記入しないでください。 

本 人 等 の 確 認 
□運転免許証  □パスポート  □その他（      ） 

□代理人（                 ） 

所 管 課 
電話番号 

受付番号 
 

（平 27 規則２・一部改正） 



様式第 11 号（第６条関係） 

個人情報中止請求書 

年  月  日 

 群馬県後期高齢者医療広域連合長 

 

      申請者 郵便番号                

住所（所在地）             

氏名（名称）            印   

（代表者名）            

          電話番号                

 

 群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（第 18 条・第 18 条の２）の規定により、次の

とおり個人情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求します。 

中止請求に係る個人情報

の 件 名 又 は 内 容 

 

中 止 請 求 の 箇 所 

及 び そ の 内 容 

 

中 止 請 求 の 理 由 

 

 

本人以外の方（代理人）が開示請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

個 人 情 報 の 本 人 の 

氏 名 及 び 住 所 

氏  名 

住  所 

電話番号 

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人  □ 成年被後見人の法定代理人 

□ その他（               ） 

※１ 請求の際には、請求者自身であることを証明するために必要な書類（運転免許証、パスポ

ート等）を提出又は提示してください。 

 ２ 代理人が請求する場合は、１の書類のほか、代理人であることを証明する書類を提出又は

提示してください。 

 

《職員記載欄》この欄には記入しないでください。 

本 人 等 の 確 認 
□運転免許証  □パスポート  □その他（      ） 

□代理人（                 ） 

所 管 課 
電話番号 

受付番号 
 

（平27規則２・一部改正） 



様式第 12 号（第８条関係） 

個人情報開示決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の開示については、次のとおり

開示することと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項の

規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対し異議申立てをすることができます。 

 

開 示 の 種 類 □ 開示    □ 部分開示 

開示請求に係る個人情報

の 件 名 又 は 内 容 

  

開 示 の 日 時 

                午前 

    年  月  日（ 曜日）      時  分 

                午後 

開 示 の 場 所 

 

部 分 開 示 と す る 理 由 

群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 13 条 

第  号の規定に該当 

 

（理由） 

所 管 課 

電話番号 

※１ 開示を受ける際には、請求者自身であることを証明するために必要な書類（運転免許証、

パスポート等）を提出又は提示してください。 

 ２ 指定された開示の日時に支障があるときは、あらかじめその旨を所管課に連絡してくださ

い。 



様式第 13 号（第８条関係） 

個人情報不開示決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の開示については、次のとおり

開示しないことと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項

の規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

開示請求に係る個人情報

の 件 名 又 は 内 容 

 

個 人 情 報 を 開 示 

し な い 理 由 

 

□ 群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 13 条 

第  号の規定に該当 

 

□ 群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 15 条 

の規定に該当 

 

□ 開示請求があった個人情報が存在しません。 

 

（理由） 

所 管 課 
電話番号 

 



様式第 14 号（第８条関係） 

個人情報訂正決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の訂正については、次のとおり

訂正することと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項の

規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対し異議申立てをすることができます。 

 

訂 正 の 種 類 □訂正 □部分訂正 訂正年月日 年  月  日   

訂正請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

訂 正 す る 箇 所 

 

訂正の内容 

訂正前 

 

訂正後 

 

訂 正 し な い 箇 所 

 

訂 正 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 



様式第 15 号（第８条関係） 

個人情報不訂正決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の訂正については、次のとおり

訂正しないことと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項

の規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

訂正請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

訂 正 請 求 の 箇 所 

 

訂 正 請 求 

の 内 容 

訂正前 

 

訂正後 

 

訂 正 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 



様式第 16 号（第８条関係） 

個人情報削除決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の削除については、次のとおり

削除することと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項の

規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

削 除 の 種 類 □削除 □部分削除 削除年月日 年  月  日   

削除請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

削 除 す る 箇 所 

 

削 除 の 内 容 

 

削 除 し な い 箇 所 

 

削 除 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 



様式第 17 号（第８条関係） 

個人情報不削除決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の削除については、次のとおり

削除しないことと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第２項

の規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

削除請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

削 除 請 求 の 箇 所 

及 び そ の 内 容 

 

削 除 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 

 



様式第 18 号（第８条関係） 

個人情報中止決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の目的外利用又は外部提供の中

止については、次のとおり中止することと決定したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情

報保護条例第 21 条第２項の規定により通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

中 止 の 種 類 □中止 □部分中止 中止年月日 年  月  日    

中止請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

中 止 す る 箇 所 

 

中 止 の 内 容 

 

中 止 し な い 箇 所 

 

中 止 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 



様式第 19 号（第８条関係） 

個人情報不中止決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の目的外利用又は外部提供につ

いては、次のとおり中止しないことと決定したので通知します。 

 なお、この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に、群馬県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。 

 

中止請求に係る個人

情報の件名又は内容 

 

中 止 請 求 の 箇 所 

及 び そ の 内 容 

 

中 止 し な い 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 

 



様式第 20 号（第８条関係） 

個人情報開示等決定期間延長通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の開示については、群馬県後期

高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 21 条第４項の規定により、次のとおり決定する期間を延

長したので通知します。 

 

開示等の請求に係る

個 人 情 報 の 件 名 

又 は そ の 内 容 

 

群馬県後期高齢者医

療広域連合個人情報

保護条例第21条第１

項の規定による決定

期間 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

延 長後の決定期間 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

延 長 の 理 由 

 

所 管 課 
電話番号 

 



様式第 21 号（第８条の２関係） 

事案移送通知書（個人情報開示請求・訂正請求） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

     年  月  日付け第  号で請求があった個人情報の（開示・訂正）について、群

馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（第 21 条の２第１項・第 21 条の３第１項）の規

定により、次のとおり事案を移送したので通知します。 

 

開示（訂正）請求に

係る個人情報の内容 

 

 

 

移 送 を し た 

実 施 機 関 

 

 

電話番号 

移 送 を 受 け た 

実 施 機 関 

 

 

電話番号 

移 送 を し た 日 

 

年  月  日 

移 送 を し た 理 由 

 

 

 

備 考 

 

（平27規則１・追加） 

 

 



様式第 22 号（第８条の３関係） 

個人情報訂正通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合長          印 

 

 

次のとおり個人情報を訂正したので、群馬県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第 23 条

第５項の規定により通知します。 

  

訂 正 の 種 類 □訂正 □部分訂正 訂正年月日  年  月  日   

訂正請求に係る個人  

情報の件名又は内容  

 

 

 

訂 正 す る 箇 所 

 

 

 

訂正の内容  

訂 正 前 

 

 

 

訂 正 後 

 

 

 

所 管 課 
電話番号 

（平27規則２・追加） 

 


